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１．事業の趣旨 

本事業は、社会課題の解決や産業応用を志向したフィージビリティ・スタディを支援す

ることを目的としています。自然科学研究機構の教員、URA、技術職員が基礎研究の研究成

果や計測・実験等のノウハウ、知的財産等（研究成果等という）を基盤としつつ、具体的

な産業応用や社会実装を想定して研究成果等の適用可能性を実証し、産学連携につながる

研究シーズを創出することを目指します。本事業採択者には、支援終了時点で、特許等の

知的財産を獲得することが可能なデータが得られていること、民間企業等の事業者向けに

研究成果の具体的な応用可能性を提示できること、応用研究を支援する外部資金への申請

が可能な研究計画やデータが得られていること、民間企業等との共同研究において顕著な

進展が見られること等が期待されます。 

 

２．公募の内容  

本事業は「萌芽支援」および「育成支援」の二区分から構成されます。「萌芽支援」

は、将来的な共同研究・実装につながるシーズ創出・可能性検証を支援することを目的と

します。「育成支援」は、マッチングファンド型の共同研究開始期支援であり、民間企業

等が負担する研究費（直接経費）と同額を上限として自然科学研究機構が支援するもので

す。 

本事業は、下記の要件を満たす研究事業を対象とします。 

（１）自然科学研究機構の研究成果等を基盤とし、実用化や社会実装の具体的なビジョ

ンやロードマップが示された研究開発であること。 

 

※ 研究代表者は、事業全体に係る責任を有するとともに、研究費の執行における責

任を担う者とします。 

※ 本事業は基礎研究を対象とした短期的な産業化可能性検証を目的としています。

過去に研究代表者として自然科学研究機構産学連携支援事業に採択されたことが

ある、もしくは自然科学研究機構産学連携支援事業において本申請と類似した研

究課題に連携研究者として参画したことがある場合にも申請が可能ですが、過去

課題との関係を評価の対象とします。 

 

（２）事業研究期間  

２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日 

 

（３）応募資格 

    自然科学研究機構の研究者、URA職員、技術職員 

 

（４）支援額 
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（萌芽支援） 

１件あたり 原則２００万円を上限とする。 

※２００万円を超える申請を行う場合は、理由を付すものとする。 

 

（育成支援） 

１件あたり 原則５００万円を上限とする。 

※企業負担研究費（直接経費）額を基礎としてNINS支援額を同額以下とすること。 

※５００万円を超える申請を行う場合は、理由を付すものとする。 

 

（５）採択予定数 

若干数 

 

３．事業経費 

経費の使途 

 （共通） 

 本事業を実施する上で直接必要となる経費（物品費、旅費、謝金等、その他経費

（印刷製本費、通信運搬費、会議費等））に使用することが出来ます。また、事業

の一環として研究会を開催する場合は、その経費に使用することが出来ます。 

（育成支援） 

本区分はマッチングファンド型の共同研究開始期支援であり、企業負担研究費（直

接経費）額を基礎としてNINS支援額を同額以下で計上するものとします。NINS支援

金が共同研究先企業側の経費に充当されることはなく、共同研究先企業への金銭的

支出（補助・委託・再支払）は認められません。設備・備品費については、企業負

担分とNINS支援分の区別を明確にしてください。 

 ※経費の執行については、２０２７年３月３１日までに完了してください。 

 

各経費については、以下を参考としてください。 

（１）直接経費 

①  物品費 

物品を購入するための経費。（ただし、研究会は消耗品のみとします。） 

②  旅費 

研究代表者、連携研究者及びその他の研究協力者の海外・国内出張及び招へい

国内・海外旅行のための経費。 

③  謝金等 

研究への協力（資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識・技術の提供等）

をする者に対し、謝金、報酬、賃金、派遣職員の対価への支払いのための経費。 

④  その他 

① ～③の経費のほか、当該研究を実施するための経費。 
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（例；通信費、運搬費、会議費（アルコール類を除く）、印刷費、製本費など） 

 

（２）間接経費 

 研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費（間接経費）は、原則的に認めて

いません。 

 

４．申請方法 

（１）募集期間 

下記に示す募集期間にそれぞれ申請してください。 

募集期間２０２５年１２月１９日～２０２６年１月３０日 

 

（２）応募書類 

申請書 別紙様式１ 

   応募書類は、Microsoft Word形式のファイルにて提出してください。 

なお、申請書に画像等を含める場合は、PDF形式のファイルも併せて提出してくだ

さい。 

※「育成支援」に申請する場合は、共同研究先企業の同意書（別紙様式２）を応募書

類として添付してください。 

※「萌芽支援」において民間企業等と実施中の共同研究と関連した内容を申請する場

合には、共同研究先企業等に承諾を得た上で、共同研究契約書の写しを添付してく

ださい。提出いただいた契約書については本事業の審査にのみ使用をし、責任をも

って管理いたします。 

また、民間企業等の連携担当者を申請書の「３．連携研究者」に、共同研究の件

名、相手先、期間、経費を「４．共同研究の情報」に、企業等が果たす役割および

本事業が支援すべき事情を「９．目的達成のために必要な方策」に明確に記述して

ください。 

 
（３）提出方法 

応募者は、各機関の長の了承を得た上で、所属機関の事務担当を通じ、２０２６

年１月３０日１７時（必着）までに、電子メールにて以下の送付先に送付してくだ

さい。 

受領を確認し次第、自然科学研究機構事務局研究協力課産学連携事務担当より所

属機関の事務担当者にメールでその旨ご連絡いたします。 

【応募書類送付先】 

自然科学研究機構 事務局研究協力課研究支援係（産学連携事務担当） 

E-mail：nins-sangaku[at]nins.jp 

TEL：03-5425-1325 
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５．審査等 

   本事業の審査は、申請情報に基づき、自然科学研究機構産学連携委員会で行います。

審査は非公開で行われます。 

なお、一時審査（書類審査）を通過した事業については、必要に応じて、二次審査と

してプレゼンテーション及び質疑応答等を行います。二次審査については、関係者に直

接通知させていただきます。（採択された場合は、採択情報が公開されます。） 

「育成支援」については、企業側負担額の妥当性、マッチング比率、共同研究契約締

結の確実性、NINS支援金が企業側に還流しない体制が確保されているかを審査の対象と

します。 

 

６．実施報告書及び研究の成果について 

 （１）実施報告書の提出について 

  事業期間終了から１ヶ月後までに、もしくは中止の翌日から３０日以内に、実績報告

を産学連携委員会に報告していただきます。 

 

（２）研究の成果について 

  論文等により本事業の成果を発表する場合には、論文等の謝辞に自然科学研究機構の

プロジェクト経費による研究の成果であることを必ず記載してください。 

 ※ 謝辞の例 

 （和文）本研究は、大学共同利用機関法人自然科学研究機構産学連携支援事業（********）

の助成を受けたものである。 

 （英文）This work is supported by The Industry-Academia Collaboration Support 

Project of National Institutes of Natural Sciences (NINS)  (Grant Number 
********). 

 （「********」は課題番号（採択通知に記載します。） 

 

（３）研究開発成果の取り扱い 

① 研究代表者は研究開発の成果を社会等へ円滑に還元するためにも、知的財産権の

適切な取得をすすめ、国内外での研究開発成果の発表も積極的に行うようにして

ください。 

② 知的財産権は、原則として自然科学研究機構に帰属しますが、共同で研究開発を実

施した機関等と共有する場合は、その共有持分比率は別途協議して定めることと

してください。その場合は、必ず研究開始前に関係機関等と共同研究契約を締結し、

必要に応じて共同出願契約を締結してください。 

③ 本事業の成果を元に、知的財産の創出を行ったときは、遅延なく、その旨を報告し

てください。 
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④ 本事業の成果をもとに、民間企業等への活用や共同研究等を実施する場合は、別途、

該当する民間企業等と契約を締結する必要があります。具体的な対応については、自

然科学研究機構産学連携担当にご相談ください。 

⑤ 実施報告書と同時に自然科学研究機構シーズ集（公開）に掲載する情報をご提出い

ただきます。またシーズ集に基づいた産学連携活動（企業向け技術説明会・展示会

への出席、企業との面談等）にご協力をお願いする場合があります。 

⑥ 自然科学研究機構が国内外で主催するアウトリーチ活動等において、研究開発成

果の発表等に協力をお願いする場合があります。 

 

７．採択の取り消し 

本事業については、産学連携委員会において、本事業の趣旨及び申請内容から逸脱す

る経費の使用がある等に該当すると判断される場合には、採択を取り消すことがありま

す。 

 

８．Q&A 

Q1．萌芽支援と育成支援の違いは何ですか？ 

A1． 

 萌芽支援：シーズ創出・可能性検証を目的としたフェーズへの支援で、企業との共同

研究を前提としません。 

 育成支援：企業との共同研究開始期における支援であり、 

o 企業が負担する研究費（直接経費） 

o NINSが拠出する同額以下の研究費 

で構成されるマッチングファンドです。共同研究契約の締結を前提とし、企業の参画

意思を示す同意書が必要です。 

 

Q2．「共同研究開始期の支援」とは、共同研究契約締結“前”のみを指しますか？ 

A2． 

本事業の「育成支援」は、共同研究開始期を対象とした支援制度です。したがって、原則と

して共同研究契約締結前の段階で申請されることを想定しています。 

ただし、 

 既存の共同研究とは異なる新規テーマとして発展する場合 

 契約更新前後での橋渡しが真に必要な場合 

など、特段の事情があると認められる場合には、申請前に事務局へご相談ください。 

 

Q3．育成支援では、企業の負担額はどのように計算しますか？ 

A3． 

企業負担額は、共同研究契約における企業の直接経費負担額とします。産学連携推進経費は

含みません。 
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Q4．育成支援で、企業負担額よりNINS支援額を多くすることはできますか？ 

A4． 

できません。支援額は 「企業負担額 ≧ NINS支援額」です 

なお、企業負担額が500万円を超え、かつ事業の必要性が高い場合には、委員会の判断によ

りNINS側の支援額（500万円上限）を超える支援を行う可能性はあります。 

 

Q5. 萌芽支援と育成支援の両方に申請することは可能ですか？ 

A5． 

申請は可能です。ただし、次の点にご留意ください： 

1. 両区分は趣旨が異なります。 

o 萌芽支援：シーズ創出・可能性検証 

o 育成支援：企業との共同研究開始期の支援（マッチングファンド） 

そのため、同一テーマで両区分に重複申請することは想定していません。 

2. 異なるテーマでの複数申請は可能ですが、過度の集中は調整の対象となります。 

応募状況によっては、個人・研究ユニットに申請が集中しすぎる場合、審査・採択に

おいて調整することがあります。 

 

Q6．企業が複数ある共同研究の場合、育成支援への応募は可能ですか？ 

A6． 

可能です。この場合、負担する企業ごとに同意書の提出を求めます。複数企業の負担がある

場合も、NINS支援額は合計企業負担額を超えることはできません。 

 

Q7．育成支援で、企業の負担経費が年度途中で変更された場合、どうなりますか？ 

A7． 

原則として採択時の企業負担額を基礎としますが、大幅な変更（減額・中止等）が生じた場

合は、NINS支援額の縮小、採択取消（審査要項Ⅳ-1）の対象となることがあります。速やか

に事務局に報告してください。 

 

Q8．萌芽支援から育成支援へ連続応募することは可能ですか？ 

A8． 

可能です。 

 

Q9．企業からの現物提供（機材等）は企業負担額に含められますか？ 

A9． 

原則、現物提供は企業負担の直接経費としては計上できません。ただし、共同研究契約にお

いて明確に位置づけられ、企業側で簿価等の根拠が明示できる場合には、個別相談により判

断します。 
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Q10. 既存の共同研究がある場合、支援対象にならないのでしょうか？ 

A10． 

育成支援は、共同研究開始期を想定しているため、既存の共同研究の継続支援を行う制度で

はありません。一方で、萌芽支援では既存の共同研究テーマの申請を妨げていません。 

1. 既存の共同研究テーマでも萌芽支援に応募可能です。 

 公募要領「4. 申請方法」の「（２）応募書類」にあるとおり、民間企業等と関連

するテーマであっても申請できます。 

2. 企業負担が原則であることは変わりません。 

共同研究経費は企業負担が原則のため、 

 - なぜ追加の萌芽支援が必要か 

 - 既存の共同研究ではカバーできない理由 

を申請書の「目的」や「目的達成のための方策」で明確に説明していただく必要があ

ります。 

3. 支援の必要性が審査されます。 

既存の共同研究の場合でも、実施必要性、過去課題との関係等が考慮されて採択対象

になる可能性があります。 

 

９．その他 

本公募に関するご質問等がありましたら、下記にご連絡ください。 

自然科学研究機構 事務局研究協力課研究支援係（産学連携事務担当） 

E-mail：nins-sangaku[at]nins.jp 

TEL：03-5425-1325 

 


